
環境影響評価（環境アセスメント）に係るお知らせ 
 

                             平成１６年５月６日 
 
  川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）第２２条第２項

の規定に基づき、（仮称）中丸子Ⅰ街区住宅開発計画に係る条例見解書の写しの縦覧を次

のとおり行います。 
※ なお、条例見解書とは、条例環境影響評価準備書に係る市民意見に対する指定開発行

為者の見解を示したものです。 
 

１ 指定開発行為者 
神奈川県横浜市西区北幸２丁目１０番３６号 

  株式会社リクルートコスモス 横浜支社 
支社長 宮前 佳弘 

 
２ 指定開発行為の名称及び種類 
（１）名 称 

（仮称）中丸子Ⅰ街区住宅開発計画 
（２）種 類 

都市計画法第 4 条第１２項に規定する開発行為（第３種行為） 
高層建築物の新設（第１種行為） 
住宅団地の新設（第１種行為） 
大規模建築物の新設（第１種行為） 
 

３ 指定開発行為を実施する区域   
川崎市中原区中丸子字新宿耕地１３－１０他 
 

４ 指定開発行為の目的及び内容 
（１）目 的 

共同住宅の建設及び公共施設の整備 
（２）内 容 

ア 開発区域面積：約２８，５２０㎡ 
（住宅部分：約１９,３００㎡、公共施設部分：約９,２２０㎡） 

イ 住宅部分 
（ア）計画敷地面積：約１９,３００㎡ 
（イ）主要用途：住宅・生活支援施設 
（ウ）構造：鉄筋コンクリート造 
（エ）延床面積：約１３２,０００㎡ 
（オ）容積率：約５００％ 
（カ）建築面積：約４,５００㎡ 
（キ）建ぺい率：約２３％ 



（ク）階数（建物高さ）：地上４７階、地下２階（約１６０ｍ） 
（ケ）住宅戸数：１,１００戸 
（コ）計画人口：３，３７４人 
（サ）駐車台数：約７８０台 
（シ）駐輪台数：約１,２００台 
ウ 公共施設部分 
（ア）公園：約３,０３０㎡ 
（イ）道路：約６,１９０㎡ 
 ※公共施設については、隣接事業と共同整備する計画。 
 

５ 指定開発行為の施行期間 
   平成１６年９月～平成１９年８月 

 
６ 条例見解書の写しの縦覧期間、場所及び時間 
（１）期 間 

平成１６年５月６日（木）から平成１６年６月４日（金）まで 
（２）場 所 

川崎市：幸区役所、幸区役所日吉出張所、中原区役所、高津区役所、高津区役所橘

出張所、宮前区役所、宮前区役所向丘出張所、多摩区役所及び本庁（環境

局環境評価室） 
横浜市：港北区役所、保土ヶ谷区役所、神奈川区役所及び横浜市役所（環境保全局

環境影響審査課） 
大田区：田園調布特別出張所、嶺町特別出張所、矢口特別出張所、蒲田西特別出張

所及び大田区役所（環境保全課環境対策係） 
世田谷区：北沢総合支所、玉川総合支所、世田谷総合支所及び世田谷区役所（環境

総合対策室環境課環境指導係） 
（３）時 間 

午前８時３０分から午後５時まで 
（横浜市は午前８時４５分から午後５時１５分まで） 
（世田谷区は午前９時３０分から午後４時３０分まで） 
ただし、土曜日、日曜日等閉庁日は除きます。 
 

７ 条例公聴会の開催について 
  条例準備書関係住民及び指定開発行為者は、縦覧期間内に条例準備書等に関する公聴

会の開催を市長に申し出ることができます。公聴会の開催の申出があった場合で、市長

が必要と認めるときは公聴会を開催します。 
  なお、申出用紙は上記縦覧場所に用意してあります。 
  条例公聴会開催申出書の提出期限：平成１６年６月４日（金）まで 
  （郵送の場合は６月４日消印有効） 


